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を
併
せ
て
お
願
い
す
る
こ
と
と
し
て

お
り
ま
す
。
被
保
険
者
の
皆
様
の
ご

理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。 

１
．
課
税
区
分
ご
と
の
税
率
な
ど
の

改
定
状
況
一
覧
表
 

　
別
表
漓
の
と
お
り
 

2
．
課
税
区
分
ご
と
の
課
税
限
度
額

の
改
定
状
況
一
覧
表
 

　
別
表
②
の
と
お
り
 

3
．
資
産
割
額
の
税
率
の
引
下
げ
 

　
資
産
割
額
の
税
率
に
つ
き
ま
し
て

は
、
居
住
用
の
土
地
や
家
屋
に
係
る

資
産
割
額
の
負
担
が
過
大
と
な
ら
な

い
よ
う
、
全
体
の
税
率
を
引
き
下
げ

る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。 

 ③
特
定
世
帯
に
対
す
る
世
帯
別
平
等

割
額
の
負
担
軽
減
措
置
の
実
施
 

　
平
成
２０
年
4
月
か
ら
長
寿
医
療（
後

期
高
齢
者
医
療
）
制
度
が
ス
タ
ー
ト

し
た
こ
と
に
伴
い
、
こ
れ
ま
で
（
平

成
１９
年
度
ま
で
）
被
保
険
者
二
人
の

国
民
健
康
保
険
世
帯
で
あ
っ
て
、
そ

の
う
ち
の
１
人
が
長
寿
医
療
（
後
期

高
齢
者
医
療
）
の
被
保
険
者
と
な
っ

た
こ
と
に
よ
り
、
国
民
健
康
保
険
の

被
保
険
者
の
資
格
を
喪
失
し
た
た
め
、

残
っ
た
お
ひ
と
り
の
国
民
健
康
保
険

の
被
保
険
者
の
方
が
基
礎
課
税
額
 

（
医
療
分
）
及
び
後
期
高
齢
者
支
援

金
な
ど
課
税
額
（
支
援
金
分
）
の
世

帯
別
平
等
割
額
を
負
担
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
く
な
る
世
帯
（
こ
の
よ
う
な

世
帯
を
「
特
定
世
帯
」
と
い
い
ま
す
。）

に
対
し
、
こ
れ
ら
の
課
税
額
に
係
る

世
帯
別
平
等
割
額
を
2
分
の
１
に
減

額
す
る
、
負
担
軽
減
措
置
を
講
じ
ま

す
。 

　
な
お
、
こ
の
負
担
軽
減
措
置
は
、

国
民
健
康
保
険
に
残
っ
た
被
保
険
者

と
長
寿
医
療
（
後
期
高
齢
者
医
療
）

へ
移
っ
た
被
保
険
者
が
、
同
一
の
世

帯
に
引
き
続
き
属
し
て
い
る
こ
と
が

要
件
で
、
か
つ
、5
年
間
を
限
度
と

し
て
お
り
ま
す
。 

④
被
用
者
保
険
の
被
扶
養
者
 

　
被
用
者
保
険
の
被
扶
養
者
で
あ
っ

た
方
に
つ
き
ま
し
て
は
、
こ
れ
ま
で

保
険
料
や
保
険
税
と
い
っ
た
負
担
が

な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
国
民
健
康
保

険
税
に
つ
き
ま
し
て
も
一
定
の
減
免

を
行
う
こ
と
と
し
ま
す
。 

　
そ
の
内
容
と
し
ま
し
て
は
、
６５
歳

以
上
７５
歳
未
満
の
被
用
者
保
険
の
被

扶
養
者
で
あ
っ
た
方
が
、
被
用
者
保

険
の
被
保
険
者
（
例
え
ば
「
夫
」
）

が
長
寿
医
療
（
後
期
高
齢
者
医
療
）

の
被
保
険
者
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、

被
用
者
保
険
の
被
扶
養
者
か
ら
は
ず

れ
、
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
と

な
っ
た
場
合
は
、
市
に
申
請
し
て
い

た
だ
く
こ
と
で
、2
年
間
、
国
民
健

康
保
険
税
の
所
得
割
額
及
び
資
産
割

額
を
全
額
免
除
す
る
と
と
も
に
、
被

保
険
者
均
等
割
額
及
び
世
帯
別
平
等

割
額
を
2
分
の
１
に
減
額
す
る
こ
と

と
し
ま
す
。 

　
対
象
と
な
る
被
扶
養
者
の
方
に
つ

い
て
は
、
例
え
ば
、
夫
７６
歳
、
妻
７３

歳
と
い
う
夫
婦
2
人
の
被
用
者
保
険

加
入
世
帯
で
あ
っ
て
、
夫
が
後
期
高

齢
者
医
療
の
被
保
険
者
と
な
っ
た
こ

と
に
よ
り
、
被
用
者
保
険
の
被
保
険

者
の
資
格
を
喪
失
し
た
た
め
、
そ
の

被
扶
養
者
で
あ
っ
た
妻
が
国
民
健
康

保
険
の
被
保
険
者
と
な
っ
た
場
合
な

ど
が
こ
れ
に
該
当
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。 

 

問合せ先　市民窓口グループ　国民健康保険担当（内線216・261） 

　平成19年度の高浜市の国民健康保険が支払った

医療費などの状況は、総額で約29億6千万円で、

これに対し、国民健康保険税収は、約11億2千万

円となっており、残りの約18億4千万円は、国や

県の負担金に加え、社会保険診療報酬支払基金や愛

知県国民健康保険団体連合会からの交付金、市の一

般会計からの繰入金、前年度からの繰越金などによ

り賄われています。 

　また、平成19年度の実質単年収支(総収入額か

ら総支出額を引いたものから、前年度の繰越金及び

基金繰入金を差し引き、基金積立金を加えた収支)は、

約1億2千万円の赤字となっており、この分は前年

度の繰越金で賄っています。 

　過去5年間の医療費などの支払状況、国民健康保

険税収入及び基金残高の推移は、左のグラフのとお

りとなっております。 

国民健康保険財政の現状 

区　分 

医 療 分  

支援金分 

介 護 分  

現　行 

53万円 

－ 

8万円 

改定後 

47万円 

12万円 

9万円 

法定額 

47万円 

12万円 

9万円 

備　　　考 

医療分と支援金分の合計
で59万円 

医療費などの支払いに係る金額、国保税収入及び基金残高の推移 

平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度見込 
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百万円 
医療費など 国保税収入 基金残高 

10851085 10931093 11011101 11361136 11281128

239239 149149
8 19

251251

23522352
2554

2759 2801
2961

課税区分ごとの課税限度額の改定状況一覧 別表② 


